
公益社団法人 沖縄県手をつなぐ育成会 田中寛 

障害の有無に関わらず、人権は誰にも保障されており、教育や就業など日常の社会生活において平等に参加で

きるように、それぞれの障害特性や困りごとに合わせて、沖縄県共生社会条例では県民すべてに合理的配慮が

義務付けられています。しかし、知的障がいや難病などの内部障害のように、目視にて障害特性等の判断が厳

しい人の為に、沖縄県では 「ヘルプマーク」を活用しており、新たに 「ヘルプカード」も新設しました。その

「マーク」や 「カード」を広く県民に周知して頂く為に、移動交通機関や関係団体へポスター等の啓発活動の

協力をお願い致します。 

 

 

沖縄県ホームページより抜粋 

 

 

資料５ 



インターネットより取得（関西電車内ポスター） 
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京都府ホームページより 

 


